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１　

は
じ
め
に

兵
庫
県
に
お
け
る
全
人
身
事
故
件
数
は
、
全
国
推

移
と
同
様
に
、
年
々
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
自
転
車
が
関
係
す
る
事
故
も
減
少
傾
向

で
は
あ
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
全
人
身
事
故
の

20
％
以
上
を
占
め
、
と
り
わ
け
、
自
転
車
が
加
害
者

と
な
る
こ
と
が
多
い
歩
行
者
と
自
転
車
の
事
故
に
つ

い
て
は
、
全
体
的
な
減
少
傾
向
と
は
逆
に
、
平
成
16

年
か
ら
平
成
25
年
の
10
年
間
で
約
１
・
９
倍
に
増
加

し
て
い
ま
し
た
。

自
転
車
は
、
健
康
増
進
や
環
境
問
題
へ
の
関
心
に

よ
り
、
県
民
生
活
に
密
着
し
幼
児
か
ら
高
齢
者
ま
で

幅
広
い
世
代
に
利
用
さ
れ
る
交
通
手
段
で
す
。

ま
た
自
動
車
の
よ
う
に
運
転
免
許
制
度
が
な
い
こ

と
か
ら
、
運
転
免
許
の
更
新
時
講
習
の
よ
う
な
定
期

的
な
講
習
機
会
も
な
く
、
自
転
車
は
講
習
を
受
け
ず

と
も
車
両
を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
こ
で
、
平
成
25
年
中
の
自
転
車
乗
車
中
死
傷
者

の
事
故
原
因
を
分
析
す
る
と
、
交
通
事
故
の
発
生
原

因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
信
号
無
視
な
ど
の
基
本
的
な

交
通
ル
ー
ル
が
守
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
、
約
９
割
の

自
転
車
運
転
者
に
何
ら
か
の
交
通
違
反
が
認
め
ら
れ

る
も
の
で
し
た
。

さ
ら
に
は
、
県
内
に
て
発
生
し
た
小
学
生
の
児
童

が
運
転
す
る
自
転
車
と
歩
行
者
と
の
事
故
は
、
自
転

車
側
に
９
５
２
０
万
円
と
い
う
高
額
な
損
害
賠
償
事

例
と
な
る
な
ど
、
全
国
的
に
見
て
も
高
額
な
損
害
賠

償
事
例
が
見
ら
れ
ま
す
。

自
転
車
に
は
、
自
動
車
の
よ
う
な
自
賠
責
保
険
制
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度
が
な
い
こ
と
か
ら
、
被
害
者
の
救
済
を
行
い
、
加

害
者
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
さ
せ
る
た
め
に
は
、
保

険
へ
の
加
入
が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
自
転
車

保
険
に
対
す
る
県
民
の
加
入
率
は
、
平
成
25
年
に
県

が
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
推
計
24
・
３
％

で
し
た
。

ま
た
、
自
転
車
は
、
転
倒
の
際
に
身
体
を
保
護
す

る
設
備
を
有
し
て
い
な
い
た
め
、
頭
部
な
ど
を
負
傷

し
て
重
傷
を
負
う
可
能
性
が
高
く
、
平
成
25
年
中
の

自
転
車
乗
車
中
の
死
者
23
人
の
う
ち
、
頭
部
が
損
傷

主
部
位
と
な
る
人
数
は
18
人
に
上
り
、
そ
の
う
ち
15

人
を
高
齢
者
が
占
め
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
県
と
し
て
は
自
転
車
の

安
全
利
用
等
へ
の
対
策
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。

自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に

関
す
る
条
例

兵
庫
県
企
画
県
民
部
地
域
安
全
課
交
通
安
全
室

兵庫県
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２　
「
自
転
車
の
安
全
な
利
用
等
に
関
す

る
検
討
委
員
会
」
で
の
検
討
、
提
言

（
１
）「
自
転
車
の
安
全
な
利
用
等
に
関
す
る
検
討
委

員
会
」
及
び
「
自
転
車
保
険
専
門
部
会
」
の
設
置

先
述
の
現
状
を
踏
ま
え
、
兵
庫
県
で
は
自
転
車
の

交
通
安
全
利
用
等
の
対
策
強
化
を
図
る
た
め
、
平
成

26
年
５
月
に
、
自
転
車
利
用
者
、
自
転
車
販
売
業
者
、

損
害
保
険
関
係
者
、
行
政
関
係
者
、
大
学
関
係
者
な

ど
の
自
転
車
の
安
全
に
関
わ
る
有
識
者
な
ど
で
構
成

す
る
「
自
転
車

の
安
全
な
利
用

等
に
関
す
る
検

討
委
員
会
」
を

設
置
し
、
委
員

会
内
に
保
険
関

係
の
有
識
者
等

で
構
成
す
る「
自

転
車
保
険
専
門

部
会
」
を
設
置

し
ま
し
た
。

検
討
委
員
会

で
は
、
歩
行
者

や
自
転
車
が
ど

う
あ
る
べ
き
か

を
議
論
し
、
現

状
を
踏
ま
え
、

・	

地
域
ぐ
る
み
に
よ
る
自
転
車
交
通
安
全
の
推
進

・	

安
全
な
環
境
づ
く
り

・	

自
転
車
事
故
へ
の
備
え

と
問
題
点
を
絞
り
、
そ
の
改
善
に
向
け
取
り
組
む
べ

き
事
項
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
保
険
専
門
部
会
で
は
、
自
転
車
の
安
全
で
適

正
な
利
用
の
た
め
、
技
能
及
び
知
識
の
習
得
等
は
も

と
よ
り
、
被
害
者
の
救
済
や
加
害
者
の
経
済
的
負
担

軽
減
を
目
的
と
し
て
、
自
転
車
利
用
者
等
の
保
険
加

入
義
務
化
を
含
め
、
自
転
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等

の
加
入
促
進
方
策
に
つ
い
て
、
検
討
を
重
ね
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

（
２
）
検
討
委
員
会
か
ら
の
提
言

検
討
委
員
会
は
計
３
回
、
保
険
専
門
部
会
は
計
４

回
開
催
さ
れ
、
最
終
的
に
平
成
27
年
１
月
に
提
言
が

と
り
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
提
言
に
は
、
先
の
絞
ら
れ
た
３
つ
の
問
題
点

に
つ
い
て
の
検
討
し
た
内
容
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い

ま
す
。

ま
ず
１
点
目
の
地
域
ぐ
る
み
に
よ
る
自
転
車
交
通

安
全
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
取
り
組
む
べ
き
課
題
と

し
て
、
特
定
の
年
齢
層
に
偏
ら
な
い
継
続
的
か
つ
体

系
的
な
講
習
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
、

交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
交
通
マ
ナ
ー
を
徹
底
し
て
い

く
に
は
、
県
民
一
人
ひ
と
り
の
意
識
高
揚
は
も
と
よ

り
、
県
民
、
行
政
、
警
察
、
団
体
等
の
主
体
が
そ
れ

ぞ
れ
に
応
じ
た
講
習
、
広
報
啓
発
な
ど
の
役
割
を
担

い
、
か
つ
、
互
い
に
連
携
・
協
働
し
て
、
地
域
ぐ
る
み

で
自
転
車
の
安
全
利
用
を
推
進
す
る
た
め
の
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
、と
さ
れ
て
い
ま
す
。

２
点
目
の
安
全
な
走
行
環
境
づ
く
り
と
し
て
は
、

既
存
道
路
空
間
を
見
直
す
な
ど
、
自
転
車
道
や
レ
ー

ン
等
の
専
用
通
行
路
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
安
全

な
歩
行
空
間
の
確
保
に
努
め
る
べ
き
と
の
ハ
ー
ド
面

の
対
策
と
、
ソ
フ
ト
面
と
し
て
の
放
置
自
転
車
の
対

策
等
を
効
果
的
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ

り
、
駐
輪
や
駐
車
が
及
ぼ
す
問
題
を
運
転
者
が
理
解

図１　兵庫県における人身事故件数

図２　人対自転車の人身事故件数

（件）

（件）
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す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
３
点
目
の
自
転
車
事
故
へ
の
備
え
と
し
て

の
検
討
結
果
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。

ま
ず
自
転
車
保
険
に
つ
い
て
は
、
自
転
車
保
険
専

門
部
会
に
て
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
自
転
車
損
害
賠

償
保
険
等
の
加
入
促
進
方
策
」
に
よ
り
、
既
存
の
損

害
賠
償
保
険
等
へ
の
加
入
促
進
を
図
る
こ
と
が
望
ま

し
く
、
そ
の
た
め
に
は
、
条
例
に
よ
り
自
転
車
の
利

用
者
及
び
所
有
者
（
た
だ
し
、
利
用
者
及
び
所
有
者

が
未
成
年
の
場
合
は
そ
の
保
護
者
）
及
び
業
と
し
て

自
転
車
を
利
用
す
る
企
業
等
の
所
有
者
を
対
象
と

し
、
罰
則
を
設
け
な
い
自
転
車
保
険
へ
の
加
入
義
務

を
課
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、事
故
被
害
軽
減
に
つ
い
て
は
、ヘ
ル
メ
ッ

ト
着
用
の
促
進
と
反
射
器
材
の
整
備
促
進
を
挙
げ
、

道
路
交
通
法
に
規
定
の
あ
る
児
童
・
幼
児
の
ほ
か
、

頭
部
損
傷
に
よ
る
死
者
数
が
多
い
高
齢
者
を
中
心

に
、
自
転
車
利
用
者
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
に
努
め

る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
反
射
器
材
に
つ
い
て
も
後
部

の
み
な
ら
ず
、
車
輪
等
の
側
面
部
分
へ
の
反
射
器
材

の
取
付
け
も
心
が
け
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
３
点
の
課
題
に
対
す
る
検
討
結
果
か
ら
、

検
討
委
員
会
で
は
、
県
に
お
い
て
自
転
車
の
安
全
利

用
等
に
関
す
る
条
例
を
制
定
す
る
と
と
も
に
、
自
転

車
利
用
者
及
び
事
業
者
等
が
一
体
と
な
っ
た
県
民
運

動
と
し
て
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
県
民
総
ぐ
る
み

で
自
転
車
の
安
全
利
用
を
促
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
の
「
兵
庫
県
に
お
け
る
自
転
車
の
安
全

利
用
等
に
関
す
る
提
言
」
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
、
こ

の
提
言
を
踏
ま
え
条
例
案
が
平
成
27
年
２
月
の
県
議

会
に
上
程
さ
れ
、「
自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用

の
促
進
に
関
す
る
条
例
」
が
平
成
27
年
３
月
に
制
定

さ
れ
た
の
で
す
。

３　

条
例
の
概
要

条
例
は
全
17
条
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
１
）
目
的
（
第
１
条
）

自
転
車
の
安
全
利
用
に
取
り
組
む
た
め
の
各
役
割

や
県
、
市
町
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

県
が
実
施
す
る
施
策
の
基
本
事
項
を
定
め
、
県
民
、

事
業
者
、
交
通
安
全
団
体
、
市
町
及
び
県
が
、
県
民

運
動
と
し
て
社
会
全
体
で
協
働
し
て
い
く
こ
と
で
、

歩
行
者
、
自
転
車
等
が
安
全
に
通
行
し
、
か
つ
、
県

民
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の

実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
各
主
体
の
役
割
（
第
２
条
か
ら
第
４
条
）

県
民
、
事
業
者
、
交
通
安
全
団
体
の
各
主
体
に
お

け
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
の
啓
発
な
ど
の
取
組
み

を
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
実
施
に
努
め
、
あ
る
い
は

推
進
し
て
い
く
こ
と
が
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

（
３
）
県
、
市
町
の
責
務
（
第
５
条
、
第
６
条
）

自
転
車
の
安
全
適
正
利
用
の
促
進
に
関
す
る
基
本

的
か
つ
総
合
的
な
施
策
の
策
定
と
こ
れ
を
実
施
す
る

こ
と
等
と
し
た
県
の
責
務
や
、
県
の
施
策
に
準
じ
た

施
策
を
実
施
す
る
な
ど
の
市
町
の
責
務
が
規
定
さ
れ

ま
し
た
。

（
４
）
交
通
安
全
教
育
等
（
第
７
条
、
第
８
条
）

県
は
交
通
安
全
教
育
及
び
啓
発
を
行
う
も
の
と
し
、

保
護
者
や
学
校
、
事
業
者
に
つ
い
て
は
家
庭
、
児
童
、

生
徒
、
従
業
員
等
に
対
し
て
必
要
な
教
育
を
行
う
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

（
５
）
高
齢
者
の
同
居
者
等
の
助
言
（
第
９
条
）

高
齢
者
に
対
し
、
同
居
者
等
家
族
ぐ
る
み
で
、
乗

車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
等
に
つ
い
て
助
言
を
行
う

よ
う
に
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

（
６
）
自
転
車
小
売
業
者
等
の
情
報
提
供
（
第
10
条
）

自
転
車
販
売
店
で
あ
る
自
転
車
小
売
業
者
や
レ
ン

タ
サ
イ
ク
ル
店
で
あ
る
自
転
車
貸
付
業
者
が
、
自
転

車
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
人
や
レ
ン
タ
ル
し
よ
う
と

す
る
人
に
対
し
て
、
安
全
適
正
利
用
に
つ
い
て
の
必

要
な
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

（
７
）
自
転
車
の
安
全
適
正
利
用
（
第
11
条
）

自
転
車
利
用
者
に
対
し
て
、
自
転
車
関
係
法
令
の

遵
守
や
、
法
令
で
定
め
る
前
照
灯
の
点
灯
な
ど
の
ほ

か
、
車
輪
の
側
面
に
反
射
器
材
を
装
着
し
た
自
転
車

の
利
用
に
努
め
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
保
護
者
に
は
、
そ
の
監
護
す
る
幼
児
又
は
児

童
に
対
し
、
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
等
の
着
用
に
努
め

る
こ
と
が
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

（
８
）
自
転
車
の
点
検
及
び
整
備
（
第
12
条
）

自
転
車
利
用
者
、
保
護
者
に
対
し
て
必
要
な
点
検

先進・ユニーク条例
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及
び
整
備
を
行
う
よ
う
に
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

（
９
）
自
転
車
損
害
賠
償
保
険
等
の
加
入
（
第
13
条
）

県
内
に
お
け
る
自
転
車
利
用
者
に
対
し
て
、
自
転

車
損
害
賠
償
保
険
等
（
そ
の
自
転
車
の
利
用
に
係
る

事
故
に
よ
り
生
じ
た
他
人
の
生
命
又
は
身
体
の
損
害

を
填
補
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
険
又
は
共
済
を
い

う
）
へ
の
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

加
入
義
務
の
対
象
は
、
県
内
の
自
転
車
利
用
者
及

び
業
務
と
し
て
自
転
車
を
利
用
す
る
事
業
者
が
対
象

と
な
り
、
未
成
年
者
が
利
用
す
る
場
合
は
そ
の
保
護

者
に
義
務
が
か
か
り
ま
す
。

な
お
、
罰
則
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
10
）
自
転
車
損
害
賠
償
保
険
等
の
加
入
の
確
認
等

（
第
14
条
）

自
転
車
販
売
店
や
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
店
に
対
し

て
、
自
転
車
を
販
売
等
す
る
場
合
、
自
転
車
損
害
賠

償
保
険
等
へ
の
加
入
の
有
無
を
確
認
す
る
義
務
が
規

定
さ
れ
、
確
認
で
き
な
い
と
き
は
、
保
険
加
入
の
必

要
性
の
ほ
か
、
保
険
加
入
を
勧
め
る
も
の
と
す
る
こ

と
が
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
保
険
等
へ
の
加
入
に
つ
い
て
確
認
す
る
規

定
に
罰
則
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
11
）
自
転
車
損
害
賠
償
保
険
等
に
関
す
る
情
報
提

供
（
第
15
条
）

県
、
交
通
安
全
団
体
、
自
転
車
損
害
賠
償
保
険
等

を
引
き
受
け
る
保
険
者
等
に
対
し
て
、
自
転
車
損
害

賠
償
保
険
等
の
情
報
提
供
な
ど
に
つ
い
て
規
定
さ
れ

ま
し
た
。

（
12
）
環
境
の
整
備
等
（
第
16
条
）

県
は
自
転
車
レ
ー
ン
等
の
整
備
に
努
め
る
と
と
も

に
、
市
町
が
行
う
放
置
自
転
車
対
策
等
に
つ
い
て
必

要
な
支
援
を
行
う
こ
と
と
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

（
13
）
そ
の
他

第
17
条
に
つ
い
て
は
補
則
で
あ
り
、
条
例
の
施
行

に
あ
た
り
必
要
な
事
項
は
、
規
則
に
委
任
す
る
こ
と

と
さ
れ
ま
し
た
。

附
則
と
し
て
、
本
条
例
は
平
成
27
年
４
月
１
日
か

ら
施
行
し
、
第
13
条
及
び
第
14
条
は
同
年
10
月
１
日

か
ら
施
行
す
る
と
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
第
11
条
に
お
け
る
車
輪
側
面
へ
の
反
射
器

材
の
装
着
、
第
13
条
の
自
転
車
損
害
賠
償
保
険
等
の

加
入
義
務
化
、
第
14
条
の
自
転
車
損
害
賠
償
保
険
等

の
加
入
の
確
認
等
に
つ
い
て
は
他
都
府
県
条
例
に
な

い
、
本
県
独
自
の
規
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

４　

条
例
に
基
づ
く
取
組

兵
庫
県
で
は
、
こ
れ
ま
で
各
市
町
、
警
察
、
交
通

安
全
団
体
等
と
協
力
し
自
転
車
安
全
利
用
に
関
す
る

県
民
運
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
の
条
例
に
基

づ
き
以
下
の
様
な
取
組
を
新
た
に
行
っ
て
い
ま
す
。

（
１
）「
自
転
車
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
等
啓
発
資
材
の
作

成
、
条
例
啓
発
動
画
の
配
信

兵
庫
県
で
は
、
自
転
車
利
用
者
に
対
し
て
体
系
的

な
自
転
車
安
全
講
習
を
行
う
た
め
に
、「
小
学
生
向

け
指
導
者
用
」、「
中
学
生
向
け
指
導
者
用
」、「
高
校

生
・
一
般
向
け
用
」
の
主
に
指
導
者
用
と
し
た
３
種

類
の
「
自
転
車
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
を
作
成
し
ま
し
た
。

こ
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
教
育
を
受
け
る
対
象
ご

と
に①　

対
象
（
小
学
生
、
中
学
生
、
高
校
生
以
上
の

自
転
車
利
用
者
）
に
対
す
る
交
通
安
全
教
育
の

目
的

②　

対
象
に
対
す
る
交
通
安
全
教
育
の
基
本
的
な

心
得

③　

自
転
車
利
用
者
（
対
象
別
）
の
心
得

④　

保
護
者
に
対
す
る
啓
発

　
　
（
保
護
者
と
し
て
の
交
通
安
全
教
育
）

⑤　

条
例
制
定
の
経
緯

⑥　

自
転
車
の
安
全
で
適
正
な
利
用
の
促
進
に
関

す
る
条
例

を
柱
と
し
て
構
成
し
て
い
ま
す
。

こ
の
「
自
転
車
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
を
、
県
内
の
全

て
の
小
・
中
・
高
等
学
校
に
配
布
し
、
各
市
町
の
交

通
安
全
担
当
や
各
警
察
署
、
単
位
交
通
安
全
協
会
等

に
も
配
布
し
た
と
こ
ろ
、
現
場
の
指
導
者
か
ら
は
高

い
評
価
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
し
て
「
自
転
車
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
の
作
成
の

ほ
か
、
条
例
に
関
す
る
啓
発
チ
ラ
シ
、
ポ
ス
タ
ー
を

作
成
し
、
同
様
に
県
内
の
全
て
の
学
校
な
ど
に
送
付

し
ま
し
た
。

ま
た
、
条
例
に
つ
い
て
の
動
画
に
つ
い
て
は
、
条
例
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の
内
容
や
自
転
車
の
正
し
い
通
行
方
法
等
に
つ
い
て

わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
こ
と
で
、
学
校
で
の
交
通

安
全
教
室
や
自
治
会
、
老
人
会
等
で
の
活
用
を
も
念

頭
に
作
成
し
、
今
後
こ
の
動
画
を
記
録
し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ

の
貸
し
出
し
等
を
検
討
し
、
各
主
体
に
お
け
る
交
通
安

全
教
育
の
一
助
と
な
る
よ
う
に
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

（
２
）
自
転
車
安
全
利
用
啓
発
指
導
員
の
配
置
（
１

年
間
）

条
例
で
は
、
各
主
体
の
役
割
と
し
て
、
学
校
、
自

転
車
販
売
店
、
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
事
業
者
の
役
割
等

が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、「
自
転
車
安
全
利
用
啓
発
指
導
員
」
が
、

１
年
を
か
け
て
県
内
の
全
て
の
小
、
中
、
高
校
の
各

学
校
や
自
転
車
販
売
店
、
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
店
等
を

巡
回
し
、
条
例
の
周
知
や
協
力
要
請
、
自
転
車
損
害

賠
償
保
険
等
に
関
す
る
啓
発
指
導
を
行
う
と
と
も

に
、
各
地
域
で
行
わ
れ
る
交
通
安
全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

へ
の
参
加
と
啓
発
活
動
を
行
う
よ
う
に
し
ま
し
た
。

（
３
）
自
転
車
販
売
店
、
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
店
と
の

連
携

自
転
車
販
売
店
、
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
店
に
は
条
例

に
よ
り
、
自
転
車
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
者
（
自
転

車
を
レ
ン
タ
ル
し
よ
う
と
す
る
者
）
に
対
し
、
自
転

車
の
安
全
適
正
利
用
に
関
し
て
必
要
な
情
報
の
提
供

を
行
う
と
と
も
に
、
自
転
車
損
害
賠
償
保
険
等
へ
の

加
入
に
つ
い
て
の
確
認
義
務
と
、
確
認
で
き
な
い
場

合
は
保
険
加
入
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
、
自
転
車

保
険
へ
の
加
入
を
勧
め
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る

と
規
定
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
条
例
の
啓
発
チ
ラ
シ
や
自
転
車
保
険
加

入
義
務
化
啓
発
チ
ラ
シ
等
を
作
成
し
て
各
店
舗
に
配

布
し
、
そ
の
チ
ラ
シ
を
元
に
情
報
提
供
を
行
う
よ
う

依
頼
す
る
と
と
も
に
、
保
険
加
入
確
認
の
手
順
例
を

作
成
送
付
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
加
入
確
認
手
順
を

例
示
し
ま
し
た
。

（
４
）
ひ
ょ
う
ご
の
け
ん
み
ん
自
転
車
保
険
制
度
の

開
発
依
頼

当
時
の
様
々
な
保
険
商
品
を
確
認
し
て
い
く
と
、

条
例
で
自
転
車
損
害
賠
償
保
険
等
へ
の
加
入
を
義
務

化
す
る
に
あ
た
り
、
い
く
つ
か
の
課
題
が
見
受
け
ら

れ
ま
し
た
。

ま
ず
、
義
務
化
に
よ
る
自
転
車
損
害
賠
償
保
険
等

加
入
に
あ
た
っ
て
の
県
内
で
自
転
車
を
利
用
さ
れ
る

個
人
や
法
人
、
各
種
団
体
へ
の
負
担
で
す
。

自
転
車
事
故
の
賠
償
責
任
に
備
え
る
保
険
と
し
て

は
、
Ｔ
Ｓ
マ
ー
ク
付
帯
保
険
の
よ
う
な
車
体
に
か
け

る
保
険
と
個
人
賠
償
責
任
保
険
等
の
よ
う
な
人
に
か

け
る
保
険
と
が
あ
り
、
多
く
の
場
合
人
に
か
け
る
保

険
に
加
入
し
て
い
る
状
況
が
う
か
が
え
、
県
が
行
っ

た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
加
入
率
は
推
計
24
・

３
％
で
し
た
。

ま
た
、こ
の
個
人
賠
償
責
任
保
険
等
に
つ
い
て
は
、

年
間
の
保
険
料
が
１
０
０
０
円
前
後
程
度
で
の
商
品

が
あ
る
も
の
の
、
当
時
調
査
し
た
中
で
は
、
個
人
賠

償
責
任
保
険
等
を
単
独
で
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る

商
品
は
見
当
た
ら
ず
、
主
契
約
と
な
る
各
種
損
害
保

険
等
に
付
帯
す
る
特
約
保
険
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
Ｔ
Ｓ
マ
ー
ク
付
帯
保
険
の
よ
う
な
車
体

に
か
け
る
保
険
以
外
で
は
、
主
契
約
と
な
る
保
険
等

に
加
入
し
て
い
な
い
人
が
個
人
賠
償
責
任
保
険
等
に

加
入
し
よ
う
と
す
る
と
、
傷
害
保
険
や
自
動
車
保
険

な
ど
の
主
契
約
を
し
た
上
で
個
人
賠
償
責
任
保
険
の

特
約
を
付
帯
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
場
合
の
主
契

約
と
な
る
保
険
の
契
約
等
の
負
担
が
課
題
と
な
り
ま

し
た
。

先進・ユニーク条例
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次
に
、
年
齢
制
限
の
問
題
で
す
。

主
契
約
と
な
る
保
険
商
品
の
中
に
は
、
高
年
齢
者

に
な
れ
ば
契
約
が
で
き
な
い
な
ど
、
年
齢
制
限
に

よ
っ
て
保
険
加
入
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
問
題
が
あ

り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
県
内
の
利
用
者
に
低
廉
で
加
入
し
や
す

い
自
転
車
損
害
賠
償
保
険
等
の
商
品
の
開
発
を
行
う

べ
く
、保
険
制
度
の
受
け
皿
と
な
る
機
関
を
模
索
し
、

従
来
か
ら
自
転
車
を
は
じ
め
交
通
安
全
対
策
の
活
動

を
行
っ
て
い
る
（
一
財
）
兵
庫
県
交
通
安
全
協
会
に

依
頼
し
、
新
た
な
保
険
の
開
発
を
行
っ
て
い
た
だ
く

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

（
一
財
）
兵
庫
県
交
通
安
全
協
会
で
は
、
こ
れ
ら

の
課
題
を
踏
ま
え
、
一
事
故
当
た
り
の
賠
償
補
償
金

額
を
自
賠
責
保
険
に
準
じ
た
４
０
０
０
万
円
以
上
と

設
定
し
、
年
齢
制
限
の
な
い
、
さ
ら
に
は
示
談
交
渉

サ
ー
ビ
ス
も
付
加
し
た
自
転
車
事
故
の
損
害
賠
償
を

補
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
険
を
損
害
保
険
会
社
に

依
頼
し
、「
ひ
ょ
う
ご
の
け
ん
み
ん
自
転
車
保
険
制

度
」
が
開
発
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
保
険
は
、
３
種
類
の
プ
ラ
ン
が
用
意
さ
れ
て
お

り
、
最
低
の
プ
ラ
ン
で
は
年
間
掛
け
金
が
１
０
０
０

円
で
自
転
車
利
用
中
に
よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
最

大
５
０
０
０
万
円
ま
で
補
償
さ
れ
、
年
齢
制
限
が
な

く
、
示
談
交
渉
サ
ー
ビ
ス
が
付
帯
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
「
ひ
ょ
う
ご
の
け
ん
み
ん
自
転
車
保

険
制
度
」
は
、（
一
財
）
兵
庫
県
交
通
安
全
協
会
の

自
転
車
会
員
に
入
会
す
る
と
加
入
で
き
る
シ
ス
テ
ム

と
な
っ
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
、
こ
の
「
ひ
ょ
う
ご
の
け
ん
み
ん
自
転

車
保
険
制
度
」
を
含
め
各
損
保
会
社
等
で
様
々
な
賠

償
保
険
や
各
種
共
済
が
開
発
さ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。

県
と
し
ま
し
て
は
、
県
内
で
自
転
車
を
利
用
さ
れ

る
方
々
に
対
し
て
、
現
在
加
入
さ
れ
て
い
る
保
険
の

補
償
内
容
等
の
確
認
を
お
願
い
し
、
自
転
車
事
故
時

に
お
け
る
賠
償
責
任
の
補
償
が
付
い
て
い
る
保
険
等

に
加
入
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
各
自
に
あ
っ
た

保
険
等
に
加
入
す
る
よ
う
呼
び
か
け
る
と
と
も
に
、

業
務
に
お
い
て
自
転
車
を
利
用
さ
れ
る
会
社
や
団
体

に
も
、
業
務
中
の
自
転
車
事
故
に
お
け
る
賠
償
責
任

の
補
償
が
付
い
て
い
る
施
設
賠
償
責
任
保
険
等
へ
の

加
入
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
周
知
し
て
い
ま
す
。

（
５
）
自
転
車
保
険
加
入
義
務
化
の
周
知

４
月
以
降
こ
れ
ま
で
、
新
聞
・
テ
レ
ビ
等
の
各
種

広
報
媒
体
や
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
広
報
誌
な
ど
へ
の

掲
載
、
学
校
、
企
業
で
の
各
交
通
安
全
教
室
に
お
け

る
講
話
・
講
習
、
各
種
会
議
で
の
案
内
、
他
部
局
、

他
部
門
と
の
連
携
、
関
係
・
協
力
団
体
へ
の
周
知
協

力
依
頼
等
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
じ
て
条
例
の
周
知
を

図
っ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
10
月
よ
り
、
県
民
に
自
転
車
損
害
賠
償
保
険

等
の
加
入
義
務
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
保
険
等

へ
の
加
入
義
務
化
に
つ
い
て
周
知
徹
底
を
図
る
た
め
、

県
内
の
全
て
の
市
町
の
協
力
を
得
て
、
自
治
会
で
の

回
覧
板
等
に
よ
り
「
自
転
車
保
険
加
入
義
務
化
啓
発

チ
ラ
シ
」
等
を
用
い
て
周
知
を
図
り
ま
し
た
。

５　

今
後
の
課
題
と
展
望

条
例
は
４
月
に
施
行
さ
れ
、
ま
た
10
月
か
ら
の
自

転
車
損
害
賠
償
保
険
等
へ
の
加
入
義
務
化
等
が
施
行

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
県
民
か
ら
は
当
室
へ
条
例

に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
が
寄
せ
ら
れ
、
ま
た
、
平
成

27
年
６
月
の
道
路
交
通
法
の
改
正
も
相
ま
っ
て
、
県

民
の
自
転
車
の
安
全
利
用
へ
の
関
心
は
非
常
に
高
く

な
っ
て
い
ま
す
。

県
と
し
ま
し
て
は
こ
の
機
会
を
捉
え
、
引
き
続
き

交
通
安
全
教
室
で
の
講
習
や
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、
イ
ベ

ン
ト
へ
の
参
加
と
啓
発
活
動
の
実
施
、
関
係
機
関
と

の
連
携
等
を
さ
ら
に
推
進
し
、
１
件
で
も
多
く
の
自

転
車
関
係
事
故
を
抑
止
し
、
県
民
が
安
心
し
て
暮
ら

す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。


